
契約期間 令和5年11月29日から令和6年1月31日

法令根拠 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

随意契約の理由

　現在稼働中の国保システムの保守事業者であるため、他事業者に

委託すると責任区分が不明確になる。また、本業務の確実な履行、

及び履行後に不具合が生じた場合の速やかな対応が期待できない

おそれがあるため。

契約業者 扶桑電通株式会社　徳島営業所

契約額 ￥1,149,500-（執行見込額）

契約日 令和5年11月29日

見積年月日 ： 令和5年11月28日

物 品 等 見 積 結 果 表

事業実施課名：税務課

業務名又は

購入物品
： 国民健康保険産前産後保険料免除制度システム対応作業


